
 

 

 

市第 97 号議案 道路附属物自動車駐車場の指定 

    管理者の指定について 
 
１ 提案理由 

  道路附属物自動車駐車場（横浜市地下駐車場６か所）について、指定管理者を

指定したいので、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により提案します。 

 

２ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月 31 日まで（５年間） 

 

３ 指定候補者 

東京都千代田区神田神保町２丁目４番地 

日本パーキング株式会社 

代表取締役社長 岡本 政彦 

 

４ 選定 

  応募があった５者について、横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評

価委員会において、提出された事業計画書、その他規則で定められた書類等を審

査の上、指定管理者の候補者を選定しました。 

 

５ 横浜市道路附属物自動車駐車場指定管理者選定評価委員会の構成 

  ５名（学識経験者、公認会計士、ジャーナリスト、弁護士、観光関係者） 

 

６ 選定経過 

時  期 内     容 

令和元年７月４日（木） 
第１回選定評価委員会 

（公募要項、選定基準項目の決定等） 

令和元年８月１日（木）から 

令和元年９月 13 日（金）まで 
 公募期間 

令和元年 10 月３日（木） 
第２回選定評価委員会 

（書類・面接審査、指定候補者の選定） 

    

 

建築・都市整備・道路委員会 

令  和  元  年 12 月 13 日 

道   路   局 

資 料 ２ 


